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はじめに
2015 年国勢調査によると、全国の総人口が減少に転

じる中で、東北では、すでに 2000 年から人口減少が始
まっており、減少のスピードも急激であり、中でも東日
本大震災被災地における人口減少は顕著である。このよ
うに、人口減少先進地域は、将来の日本全体の地方都市
の先行的な事例として、研究することが重要であり、特
にコンパクトシティを目指した立地適正化計画をより実
効性の伴うものにしてゆくことが求められる。このよう

な観点から、東北大学公共政策大学院においては、2018
年度において、学生との共同研究としてのワークショッ
プ・プロジェクト A（以下「2018WSA」。）において、

東北地方を中心とする 11 都市（圏）におけるヒアリ
ング調査を行い（表 1 参照）、提言をまとめた 1）。ここ
では、本報告をベースとして、コンパクトシティ形成に
向けた居住誘導にテーマを絞って、主として土地住宅税
制に重点をおいて、その可能性について述べることとす
る。

居住誘導という考え方とその可能性について
Rresidence guidance measures and its possibility

東北大学法学研究科公共政策大学院　教授
島田　明夫

    Traditional town development laws have limitations in a society with a declining population. In 2014, the Urban 
Revitalization Law was revised and “location optimization plan system” was created. Since this system lacks residence 
guidance measures, the system cannot fully perform its functions for residence guidance. 
    It is necessary to link the special land and housing tax mitigation measures to the location optimization plan together 
with public housing and subsidies. 

表 1　2018WSAヒアリン調査対象都市（圏）
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１.	従来からのまちづくり法制の限界と立地
適正化計画

（1）2014 年都市再生法改正
①従来からのまちづくり法制の限界

従来からのまちづくり法体系は、市街化区域と市街化
調整区域の区域区分（線引き）と、それを担保するため
の開発許可によって、人口増加による市街地の無秩序な
拡大を抑制しつつ、効率的にインフラを整備する観点か
ら制度が作られてきたため、人口増加の局面においては
有効に機能してきた。しかしながら、人口減少の局面に
おいては、これらの制度が必ずしも有効に機能している
とは言い難い。
②立地適正化計画

人口減少・高齢化が進み、財政がひっ迫していく社会
においては、持続可能で安心・安全を主としたまちづく
りが必要であり、そのためには土地利用規制等によるコ
ントロールだけでなく、都市機能をどのように立地させ、
どのように維持していくかといった、都市をマネジメン
トしていくという新たな視点での取り組みが行われる必
要がある 2）。このような背景のもとに、2014 年に都市
再生法が改正され、これに基づき立地適正化計画制度が
創設された。

立地適正化計画制度は、市町村によって設定された居
住誘導区域や都市機能誘導区域に対して国の税財政上の
支援を通して、居住及び都市機能の集約を誘導によって
緩やかに実現していくものである。計画の検討・実施に
よって、今後のまちづくりの方向性、目指すべき都市の
構造、取り組むべき課題の整理、課題解決に向けた施策
等について総合的に検討されることが求められる（図 1
参照）。

③立地適正化計画制度の限界
立地適正化計画制度においては、都市機能の誘導には

支援措置が設定されており、集約に向けた多くの支援策
が用意されている。一方で、居住に関しては居住誘導区
域の設定が行われ、その外側については都市再生法第
88 条に基づき、一定の開発について届出が必要となる
のみであって、誘導によって居住の集約を図っていくイ
ンセンティブは弱いと言わざるを得ない。居住者に対す
る実効的なインセンティブを付与する施策が必要ではな
いかと考えられる。
④空き地・空き家の現状と問題点

また、多くの地方都市には、中心部も含めて、空地や
空家が発生している。2013 年土地基本調査（国土交通省）
によると、全国の空地面積と空地率は 2008 年までは横
ばいであったが、2013 年では増加へと転じている。こ
れは、少子高齢化や人口減少等の社会構造の変化により、
新たな都市的土地利用の需要が少なくなるにも関わら
ず、依然として農業的土地利用からそれへの転換が起
こっていることが要因として考えられる 3）。

2014 年空家実態調査（国土交通省）によると、調査
対象の戸建て空き家等のうち、人が住んでいるものは約
3 割（31.3％）あった。一方で、人が住まなくなってか
ら 5 年以上経過しているものは約 1/3（36.4％）であり、
人が住んでいない戸建て空き家等の利用状況は、一時現
在者のみ・二次的住宅（昼間だけや週末・休暇時などに
所有者等が利用している住宅）が 40.7％、賃貸・売却用
の住宅が 11.0％、その他の住宅（物置、長期不在、取り
壊し予定の空き家等）が 42.0％となっている 4）。

このような空地・空家は存在そのものが外部不経済を
生じさせるものであるものの、エリア価値を高めるため
の財産としてのポテンシャルも秘めている。

２.	立地適正化へ向けての都市住宅政策の方
向性

（1）コンパクトシティと住宅政策
①従来からの住宅政策

従来の住宅政策は、戦後の住宅不足の時期においては、
とにかく住宅の供給量を増やすことが最大の課題であっ
たが、量的な充足が達成されてからは、質の向上（主と
して広さ）を目指して、特に持ち家による広い住宅の供
給に重点を移してきた。このため、平均的なサラリーマ
ン層は、社宅等からマンションの購入、その後比較的地

図 1　立地適正化計画制度の概要
出典：国土交通省
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価の安い郊外部に土地を求めて戸建て住宅を建てるとい
うのが、従来からの住宅すごろくであり、住宅政策にお
いても、そのような住宅取得を金融や税制等で支援して
きた。このような住宅取得支援策は、人口増加社会にお
ける住宅政策としては有効に機能してきた。
②人口減少社会に対応した住宅政策の方向

しかしながら、このような全国一律の住宅取得促進策
は、人口減少社会におけるコンパクトシティの形成には
必ずしも有効であるとはいえない。もちろん、国の施策
レベルでも近年においてはコンパクトシティの形成に関
連させた補助や事業等も始められてきている 5）。しかし
ながら、立地適正化計画と直接リンクさせた居住の誘導
施策はまだまだ不十分な状況である。
③コンパクトシティ形成に向けた居住誘導の必要

人口減少社会におけるコンパクトシティの形成にむけ
て、住宅政策も従来からの全国一律の住宅取得促進策か
ら、立地適正化計画と整合性のとれた形で、居住誘導区
域（都市機能誘導区域を含む。以下同じ。）に居住機能
を誘導するような選択と集中による施策について検討す
べきであると考える。
（2）市町村マスタープランの活用

今後のまちづくりの中では、人口減少を所与として捉
え、それに応じた住宅供給数や土地利用フレームの構築
を大きな枠として作るべきである。そのため、市町村マ
スタープランを人口が増加するという希望による非現実
的なものではなく、国立社会保障・人口問題研究所等の
データを活用した現実的な人口フレームによって作成す
るのが望ましい 6）。それに応じてどれだけの住宅供給が
必要になるかを考慮した必要供給戸数フレームを明記す
べきである。これによって今後人口推移がどうなって、
必要な住宅数やどれだけの住宅を中心市街地へ誘導して
いくべきなのかが明らかになると考えられる。
（3）都市計画規制措置とインセンティブ
①都市計画における規制措置

次に活用すべき措置が、都市計画における規制措置で
ある。開発圧力が減少しているとはいえ、非線引き白地
地域を中心に、アパート開発や宅地開発が点々と存在し
ている現状が見うけられる。適正立地を促していくため
には、このような開発をコントロールする必要がある。
②条例によるローカル・ルール

このような規制に際し、地域実態に合わせたまちづく
りのルールを条例で定めることが必要である。条例を作

ることで、自治体の裁量による都市計画を行うことがで
きるようになる。現在都市計画法と建築基準法に定めら
れている規制基準はナショナルミニマムである。地域実
態に合わせたまちづくりの実現のためには、条例によっ
てローカル・ルールを定めることで、まちづくりの実効
性を担保すべきだと考えられる。
（4）間接的なインセンティブの付与
①規制措置と誘導的手法

しかし、一概に自治体が強い規制措置を導入できると
は限らない。強制力があるほど実効性は高いが、土地所
有者は地価が下がるような規制には反対することが多
く、また、潜在的な需要を潰しかねないといったことが
要因となるため、導入が難しい。一方、強制力の弱い誘
導的手法などは導入しやすいものの実効性に乏しい。こ
の中間をどのように埋めていくべきかが問題となる。

憲法上も国民には居住の自由が与えられているため
に、例えば建築基準法の災害危険区域に指定されている
などの規制措置が講じられていない限り、どこに住むか
は異本的に自由である。このように、強制的に住居を移
動させるような措置はとれないため、間接的なインセン
ティブを付与することによって、時間をかけてゆっくり
と居住の誘導を図ることが求められる。
②	まちなか居住のインセンティブとしての土地住宅税制
の必要性
不動産の取得や居住コストが比較的安い郊外居住が望

まれる中で、まちなかの住環境整備や交通利便性の向上
などを進めていくことは、まちなか居住の大きなインセ
ンティブとなる。土地住宅税制を立地適正化計画制度と
関連づける、もしくは補助金制度を設けることで、イン
センティブとして機能させることができるのではないか
と考えられる。
③中心市街地における都市機能の誘導としての税制特例

この点については、立地誘導促進施設協定に基づき整
備され都市再生推進法人が管理する公共施設等に係る固
定資産税等の軽減、低未利用土地の利用計画に基づく土
地等の取得等に係る登録免許税・不動産取得税・所得税・
法人税等の軽減、民間誘導施設等整備事業計画において
整備した公共施設・都市利便施設に係る固定資産税等の
特例措置、特定民間再開発事業等に係る所得税・法人税
の特例、立地適正化計画に係る取組に参画する都市再生
推進法人に対して土地等を提供した場合の所得税・法人
税の特例等が措置されている 7）。
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産評価額に対し、本則 2％（当面 1.5％）で課税されるが、
住宅用家屋の特例として 0.3％に軽減されている。
2）経緯

登録免許税は 1896 年に、日清・日露戦争の戦費負担
措置のために導入された登録税を前身とするものであ
る。しかし、その目的はすでに終えていると考えられる。

現在のところ、登録免許税は売買の場合は不動産価額
の 2％（2019 年 3 月 31 日までは 1.5％）、相続の場合は
不動産価額の 0.4％課されることになっているが、この
登録免許税の負担が、相続等がなされた際に登記を抑制
する方向に働いている現状がある。
②不動産取得税（都道府県税）
1）不動産取得税の特例

不動産の取得に際して、固定資産評価額に対し、本則
4％（当面、土地は課税標準 1/2 に 3％、建物は 3％）で
課税されるが、住宅に係る課税標準の特例として、新築
住宅の取得には 1,200 万円（中古住宅を取得した場合に
は新築時における控除額と同額）控除が適用される。
2）不動産取得税の経緯

不動産取得税は、1954 年度税制改正において、道府
県税として創設された 8）。創設理由は、｢不動産を取得
するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求
め、反面、当該不動産に対する将来にわたる固定資産税
の負担を軽減したいこと 9）｣ とされている。

具体的には、不動産の取得に際して、固定資産評価額
に対し、本則 4％（当面、土地は課税標準 1/2 に 3％、
建物は 3％）で課税されるが、住宅に係る課税標準の特
例として、新築住宅の取得には 1,200 万円（中古住宅を
取得した場合には新築時における控除額と同額）控除が
適用される。

1980 年度までは、税率の本則は 3％であったが、1981
年度税制改正によって、本則は 4％に引き上げられたが、
一定の住宅及び住宅用土地の取得については、実質的に
3％が維持されてきた。新築住宅等控除については、当
初は定額控除で、控除額が徐々に引き上げられてきた。
一方 2003 年度税制改正で、土地は課税標準を価格の 2
分の 1 とされた。
（3）居住用財産の買換え特例（国税・住民税）
1）居住用財産の買換え特例の概要

自分の住んでいる建物やその敷地を譲渡し、譲渡利益
が生じた場合、居住用財産の譲渡所得の特別控除（3000
万円）との選択適用として、

しかしながら、いずれも都市政策の観点からの特例で
あって、居住誘導区域に係る住宅政策の観点からの特例
措置は未整備である。

３.	現行土地住宅税制特例の経緯と概要
土地住宅税制においては、一般的に資産として、その

取得や保有に対して様々な課税が課せられているが、国
民の生活に不可欠な住宅の取得や保有に係る税負担を軽
減したり、住み替えの円滑化等の観点から、各種の特例
が講じられており、都市計画税が市街化区域等に限定し
て課税されるほかは、すべて全国一律に地域を限定する
ことなく適用されている。
（1）土地住宅の保有に係る税制特例の経緯と概要
①住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例
1）固定資産税（市町村税）

土地、家屋及び償却資産の保有に際して、固定資産評
価額に対し、標準税率 1.4％で課税されるが、住宅用地
の課税標準の特例として、小規模住宅用地（200m2 まで）
については価格の 1/6、一般住宅用地（200m2 を超える
部分）については価格の 1/3 に軽減されている。
2）都市計画税（市町村税）

市街化区域等に所在する土地、家屋の保有に際して、
制限税率 0.3％で課税されるが、住宅用地の課税標準の
特例として、小規模住宅用地については価格の 1/3、一
般住宅用地については価格の 2/3 に軽減されている。
3） 店舗併用住宅については、家屋の床面積に占める住

宅部分の割合が 1/4 以上の場合には、住宅用地特例
が適用されている。

4）固定資産税の特例の経緯
1973 年度から一般住宅用地について、課税標準を価

格の 1/2 とする課税標準特例措置が、1974 年度からは
住民の日常生活に最小限必要と認められる小規模住宅用
地を価格の 1/4 とする特例措置が適用されてきた。1994
年度からは、住宅用地の評価について地価公示価格の 7
割を目処とする評価替えが行われた際、急激に税負担が
上昇しないように配慮する必要があるとの観点から、小
規模住宅用地の特例率を 1/4 から 1/6 に、一般住宅用地
の特例率を 1/2 から 1/3 に拡充して現在に至っている。
（2）土地・住宅の取得に係る税制上の特例
①登録免許税（国税）
1）住宅用地に係る登録免許税の特例

土地の売買による所有権の移転登記に際して、固定資
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 ・ 譲渡による収入金額が新しく取得したマイホームの取
得額以下の場合は譲渡がなかったものとして、

 ・ 譲渡による収入金額が新しく取得したマイホームの取
得額以上の場合はその差額分について譲渡があったも
のとして、
譲渡所得を計算する特例が適用できる。

2）経緯
本特例は、居住用財産を買換える場合において、元の

住宅を売却して新たに住宅を買い替えるときには、本来
であれば売却して得た資金には譲渡所得税か課されるた
め、譲渡所得が 3000 万円を超える場合には、居住用財
産の特別控除を受けても目減りするために、売却して得
た資金よりも安い住宅しか購入できないという事情にか
んがみて、住み替えの円滑化を図る観点から一定の要件
のもとに課税の繰り延べを認めるという特例で、1982
年度税制改正で導入されたものである。
（4）住宅借入金等特別控除（国税・住民税）
1） 住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」。）

の概要
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築

等をした場合、年末のローン残高の 1％が所得税（翌年
の住民税）から 10 年間（消費税対策として、2019 年 10
月 1 日以降 2020 年 12 月 31 日までに購入した場合には
13 年間）控除される。
2）経緯

住宅ローン控除は、国民の住宅取得を効果的に支援す
るため、頭金による制約を緩和する税制上の措置が必要
であるとの考えから創設された。この制度は、1972 年
に導入された住宅取得控除を初めとし、景気や財政状況
を考慮しながら今日まで拡大縮小を繰り返してきた。歴
史的にみると制度の目的は、住宅取得の促進と住宅建設
による景気対策的な面が大きいと言える。

４.	居住誘導の方策とその可能性
（1）間接的なインセンティブによる居住誘導策
①公営住宅等によるコンパクトシティの形成
1）コンパクトシティ先端都市富山市

以前よりコンパクトシティを目指してきた富山市にお
いては、「都心地区」から郊外に延びる LRT 等の公共
交通軸を「串」として、居住を誘導する地区を「お団子」
として連携させた「串とお団子」によるまちづくりを進
めてきた。その一環として、公共交通沿線居住推進地区

に高齢者用の公営住宅を新設して、徒歩と公共交通に
よって、生活ができるようにしている 10）。
2）財政再建団体夕張市の試み

2007 年、353 億円の債務を抱えて財政再 建団体になっ
た夕張市は、「安心して幸せに暮らす『コンパクトシティ
ゆうばり』」を目指して、まちの再生に取り組んでいる。
そもそも、夕張市は産炭地域であったため、非常に公営
住宅が多く、夕張市は世帯数に占める公営住宅の割合が
日本で一番高い市でもある。5,400 世帯に対して 3,700
戸もの公営住宅があり、炭鉱住宅をそのまま受け継いだ
その多くが空き家である。このため、市営住宅の集約化
とリフォームが進められている 11）。

しかしながら、同市においては、地域コミュニティ重
視の観点から、同じ地区内での移転に限られているため、
本当にコンパクトシティに資するものなのかについて
は、評価は分かれるところである。
②補助金による居住誘導
1）富山市における「まちなか居住」への助成金

富山市においては、さらに、「まちなか」又は「公共
交通沿線」の民間賃貸住宅宅に転入・転居してきた方、「ま
ちなか」又は「公共交通沿線」において、一定水準以上
の住宅を取得し居住する方などに助成金やリフォーム費
用補助等を行うことによって、立地適正化計画における
居住誘導を図っている 12）。
2）金沢市におけるまちなか定住促進のための助成金

金沢市においても、まちなか住宅建築奨励金、まちな
かマンション購入奨励金、まちなか空家活用促進補助金
等によって、まちなかへの居住誘導が図られている 13）。
③「アメとムチ」の組み合わせによる居住誘導の方策
1）助成金と公営住宅

このように、コンパクトシティ先端都市である富山市
や政令市の金沢市のように、助成金を使うとことによっ
て、立地適正化計画における居住誘導の実効性を高める
のも、一つの重要な方策になりうる。また、中心地区や
公共交通沿線居住推進地区に公営住宅を移転させること
で、高齢者等の利便性を損なうことなく居住誘導の核と
して有効に機能させることも注目される。また、空家の
割合が高くなっている老朽化した公営住宅をまちなかや
公共交通結節点に集約するという方策も、より直接的な
居住誘導策として有効であると思われる。
2）土地住宅税制の特例の見直しと自治体の財源

しかしながら、このような補助金や公営住宅の新たな
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も多く、商店主は税負担が安くて、ほかに不動産を持っ
ているので、それを有効利用するインセンティブに欠け
ているという指摘もあった。
4） 固定資産税に係る立地適正化へのインセンティブの

検討
暫定的な措置として、立地適正化計画で都市機能誘導

区域に指定された区域内に所在する空家の店舗併用住宅
については、特にリノベーション等による有効活用を促
す観点から、住宅用地の特例（特に小規模住宅用地の特
例）を適用除外にして、定期借家契約で貸すなどのイン
センティブを付与することを検討すべきではないかと考
える。なお、空家か否かの調査には、水道の使用実績の
データを使うことが有効であると思われる。

さらに将来的には、仮に上記 1）のように、当該特例
措置の拡充前の水準（一般住宅用地 1/2、小規模住宅用
地 1/4）に戻すことが本格的に議論される場合には、立
地適正化計画で居住誘導区域（都市機能誘導区域を含む。
以下同じ。）に指定された区域内に所在する空家でない
住宅については、現行の特例（一般住宅用地 1/3、小規
模住宅用地 1/6）を維持するということも、居住誘導区
域へのインセンティブとして検討すべきであると考え
る。
②居住用財産の買換え特例の適用対象の見直し

現在、居住用財産の買換え特例の適用は全国一律に適
用されているが、これを居住誘導区域内へと絞って適用
することで、誘導区域内で住宅建設を行うインセンティ
ブとして機能させることができると考えられる。
1） 居住誘導区域外から居住誘導区域内、居住誘導区域

内から居住誘導区域内への移動に適用を限定する
2） 居住誘導区域内から居住誘導区域外、居住誘導区域

外から居住誘導区域外への移動を除外とする
ことを検討すべきであると考える。
③住宅借入金等特別控除の適用対象の見直し

現在、住宅ローン控除は全国一律に適用されているが、
これを居住誘導区域内に住宅を取得した場合に限って適
用することで、居住誘導区域内で住宅建設を行うインセ
ンティブとして機能させることができると考えられる。

上記②と併せて、このように改正することによって、
居住誘導区域への居住を促進させることができると思わ
れる。また、居住誘導区域外における住宅の過剰ストッ
クの抑制を図ることにも繋がると考えられる。

なお、②も含めて特例の適用に際しては、市町村が証

集約には、多額の自治体の支出を伴うものであり、その
財源についても考える必要がある。一方で、まちなかに
不動産を所有している住民（商店主）には、軽い税負担
に安住せず、地域に対してそれなりの責任感を持っても
らうことも必要であると考える。このような観点から、
補助金や公営住宅と併せて、次に述べるような土地住宅
税制における各種の特例措置について、適用対象を限定
することによって、「アメとムチ」を組み合わせた形で、
立地適正化計画における居住誘導区域への間接的に居住
の誘導を図ることを検討すべきであると考える。併せて、
自治体の税収をわずかでも増やすことによって、補助金
や公営住宅の財源としても寄与するものであると考え
る。
（2）土地住宅税制による居住の誘導方策の提言
①住宅用地に係る固定資産税等の特例の見直し
1）政府税制調査会からの見直しの提言

住宅用地に係る固定資産税・都市計画税については、
3（1）①の特例が講じられているところであるが、2000
年度政府税制調査会中期答申において、固定資産税につ
いて、「特に小規模住宅用地については価格の 6 分の 1、
一般住宅用地については価格の 3 分の 1 を課税標準とす
る大幅な特例措置が講じられており、地価の状況の変化
や住民が応益的に負担すべき適正な水準を考えた場合、
当該特例措置の拡充前の水準に戻すことについて検討す
る必要があります。」と指摘がなされている 14）。
2）特定空き家に対する特例の適用除外

2014 年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以
下「空家特措法」。）が制定され、放置することが不適切
である「特定空家等」に指定されると、本特例が適用除
外とされて、本来の固定資産税が課税されることとされ
た。本来であれば、「特定空家等」に限らず、現に居住
の用に供されていない空家の敷地については、住民の日
常生活に必要とされるものではなく、更地と同様に通常
の固定資産として、本来の課税をしてもよいはずである
が、空家の認定等が困難であることなどから、「特定空
家等」に限定されている。当面は、居住誘導区域内の一
般の住宅については、「特定空家等」の指定を待つしか
ないと思われる。
3）商店街の店舗併用住宅への住宅用地の特例の適用

一方で、中心市街地におけるシャッター商店街におけ
る店舗併用住宅にも、住宅用地の特例が適用されている。
ヒアリングにおいては、居住の実態のない店舗併用住宅
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明事務を行う。市町村は、住民が居住誘導区域で各税制
措置にかかる居住用財産を取得したことを示せれば良
い。
④不動産取得税の特例対象の見直し

現在、新築住宅等控除は全国一律に適用されているが、
これを居住誘導区域内に住宅を取得した場合に限って適
用することで、居住誘導区域内で住宅建設を行うインセ
ンティブとして機能させることができると考えられる。

不動産取得税は都道府県税であるが、立地適正化計画
においては、道府県に広域調整の役割を果たすことが期
待されており、このような税制改正を行うことによって、
道府県がより積極的に広域調整に関わることも期待され
る（図 2 参照）。

（2）	土地住宅税制における不動産登記のインセンティ
ブの付与

①不動産登記の義務化
現在のところ登記は義務ではないが、所有者不明の土

地を減らすためには登記の義務化は将来的には必要にな
ると思われる。登記の義務化に際しては、後述する登録
免許税の手数料化や登記の簡便化の施策を行い、登記に
かかる申請者のコストを最小限にすることが必要であ
る。
②登録免許税の手数料化

登記制度は、取引の安全のために、権利関係を公示す
ることを目的とするものであるが、高い登録免許税の負
担は、不動産流通の阻害要因として登記そのものを軽視
する傾向を生みだし、経済取引における基盤の一つであ
る登記の公示機能が損なわれることが危惧されている。

また、登記にかかるコストは不動産価額によって左右
されるべきものではなく、資産価値によって支払う税金

が変わることは税の公平性の観点から疑問がある 15）。
そこで、登録免許税を資産課税としてではなく、低額

な手数料として徴収することにより、登記にかかるコス
トを減らすことができ、登記の未了を防ぐことが可能と
なると考えられる。
（3）空地・空家対策
①一団地の住宅施設に係る要件の緩和
1）一団地の住宅施設に係る制度の概要

都市計画法の都市施設に認められる事業は土地収用法
による事業認定の告示があったものとみなされ、土地収
用法の規定が適用される。その中で一団地（50 戸以上）
の住宅施設があるが、人口減少社会が進行している地方
都市の中心部において、これだけの住宅施設の需要が見
込めるとは考えにくい。
2）東日本大震災における一団地の住宅施設の特例

東日本大震災復興特別区域法においても住宅施設の要
件が緩和され、5 戸以上 50 戸未満の小規模住宅団地住宅
においても、都市計画法に定める一団地の住宅施設とみ
なされ、収用が可能となった（東日本大震災復興特別区
域法第 46 条、第 54 条の 2）。この特例を人口減少が進行
する地域に拡大することは有用であると考えられる。
3）空家等対策特措法への位置づけ

上記の要件を、空家等対策特措法において、市町村が
策定できる空家等対策計画の中で「空家等対策重点地区

（仮称）」のようなエリアを定めることを認め、その範囲
内でのみ適用できることにすれば、スプロールを防ぎつ
つ、空き家の有効利用が可能になると考えられる。この
ような特例によって、住宅施設の団地規模の要件緩和と
空家対策を連携させた制度を設けることにより、市街地
に密集した空き家の問題を解決し、収用事業によりエリ
ア価値が高い地域に再生することが可能になると考えら
れる。
②ランドバンクの推進
1）ランドバンクの活用

つるおかランドバンクのような民間主体では、道路拡
幅等の問題を解決するのに限界がある。ヒアリングの際
に空家の解体費用が捻出できないため事業がストップし
てしまった例や、道路のセットバックについて、費用負
担を理由に応じてもらえなかった例が確認された。そう
した問題を根本的に解決するためには、官民が連携して、
行政が道路拡張の際に街路整備事業等でランドバンク事
業と連携することより解決を図る必要がある。街路整備

図 2　土地住宅税制の特例対象地域の見直し
出典：2018WSAにより筆者作成
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による収用適格事業であれば、補償金が支払われ、譲渡
所得に対する 5 千万円の特別控除が受けられるため、解
体費用を捻出することが可能となり、セットバックも進
むと考えられる。
2）官民連携によるランドバンクの権限強化

アメリカの例ではランドバンクが固定資産税を滞納し
ている空家等に対する収用権を有しており、取得した空
き家を解体・修繕し、市場に戻すという活動を行って、
その売却益や賃料からランドバンクの活動費を捻出して
いる16）。ランドバンクの自立的な運営を目指すためには、
収用権等の強制力を有する権限を与えることも検討する
必要がある。

ただし、この制度をそのまま日本に導入することは難
しいと考えられるため、現実的には、街路事業等の公共
事業と連携して収用は行政が行うなどといった、官民の
連携が必要になると考えられる。

まとめ
日本全国の総人口が減少に転じる中で、人口増加によ

る市街地の無秩序な拡大を抑制することを主たる目的と
してきた従来からのまちづくり法では、人口減少社会に
十分に対応できなくなりつつある。このため、2014 年
に都市再生法が改正され、これに基づき立地適正化計画
制度が創設された。本制度は、市町村によって設定され
た居住誘導区域や都市機能誘導区域に対して国の税財政
上の支援を通して、居住及び都市機能の集約を誘導に
よって緩やかに実現していくものであるが、都市政策と
住宅政策とが適切に連携されているとは言い難く、居住
誘導に係る間接的な誘導施策が不足しているため、この
ままでは、居住誘導に係り機能を十分に発揮できるとは
必ずしも言えない。このような観点から、公営住宅や補
助金による施策と併せて、土地住宅税制の各種特例の対
象を立地適正化計画の居住誘導区域等と連動させるなど
の見直しを検討することを提言する。また、空地・空家
対策を進めるため、不動産投機の義務化や登録免許税の
手数料化、官民連携によるランドバンクの推進などを検
討すべきであると考える。

また、将来的には、開発許可や建築確認を性能基準化
する必要があると考えるが、その際に立地適正化計画と
連動した形で、都市機能誘導区域、居住誘導区域、居住
調整地域等の地域区分に応じた性能規定にすることも検
討課題である。これは次の課題として研究したい。
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